
新型コロナウイルス　　感染症に対する支援

　　所得減となる方に申し立てによる所得で免除等の

審査を行います。

【対象要件】※申請必要

所得減となる方。令和２年２月から６月まで。

【申請窓口】

南国年金事務所　　☎088-864-1111

市民保険課　　☎57-8506

国民年金保険料の免除等申請

児童扶養手当受給者支援給付金 産業振興計画推進事業費補助金

小規模事業者持続化補助金

　 所得が減少した方に対して、申請により保険料の減

免・納付猶予を行います。

【対象要件】※申請必要

離職・廃業した日から２年以内、収入を得る機会が減少

した方で、収入要件、資産要件等を満たす方。

【申請窓口】

市民保険課　　☎57-8506

後期高齢者医療保険料の減免等

　　世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が

見込まれ、要件に該当する場合保険料を減免します。

【対象要件】※申請必要

①減少額が前年の収入等の3/10以上である場合

②減少見込みの収入所得以外の前年所得の合計額

が400万円以下の場合

【申請窓口】
高齢者介護課　　☎57-8510

介護保険料の減免

　　休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的

な生計維持のための貸し付けを行います。

【貸付上限額】※申請必要

原則として１世帯につき１回限り２０万円以内。

【申請窓口】

生活サポートセンターこうなん　　☎50-6666

緊急小口資金貸付

　　給付対象者1人につき10万円を給付します。

【給付対象者】※申請必要　期限：令和2年8月18日

基準日（令和2年4月27日）において、住民基本台帳に

記録されている方（受給権者は、原則世帯主）。

【申請窓口】

特別定額給付金専用ダイヤル　　☎50-3012

総務課　　☎57-8500

特別定額給付金

　　収入の減少や失業等により生活に困窮し日常生活

の維持が困難な世帯に対し貸し付けを行います。

【貸付上限額】※申請必要

原則３カ月以内として、単身世帯１５万円以内/月、２人

以上の世帯２０万円/月を貸し付け。

【申請窓口】

生活サポートセンターこうなん　　☎50-6666

総合支援資金貸付

　　国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入してい

る方で感染した方、または発熱等の症状があり感染

が疑われる方に対し傷病手当を支給します。

【支給額】※申請必要
直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額を就労

日数で除した金額×2/3×日数。

【申請窓口】

市民保険課　　☎57-8506

傷病手当金の支給

　　収入におおむね20％以上の減少があった方は、１年

間地方税の徴収猶予を受けることができます。

【対象】※申請必要
令和２年２月１日から令和３年１月末までに納期限が到

来する個人住民税、固定資産税（中小事業者は軽減措

置あり）、軽自動車税、国民健康保険税（減免制度あり）。

【申請窓口】

税務収納課　　☎57-8505

地方税の徴収猶予等

先端設備等導入支援事業費補助金

事業者等応援給付金

　　離職や休業によって家賃の支払いが困難となった

方に3カ月家賃相当額を支給します（公営住宅も対象）。

【対象要件】※申請必要

離職・廃業した日から２年以内、収入を得る機会が減少

した方で、収入要件、資産要件等を満たす方。

【申請窓口】

生活サポートセンターこうなん　　☎50-6666

住居確保給付金

市民対象 事業者対象 香南市独自の制度

で市の最新情報を得よう！

香南市のLINE公式アカウント
では、新型コロナウイルス
感染症などの最新情報を通知
しています。右のＱＲコード
で友だち登録を！

香南市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方たちに支援を行っております。市民対象・事業者
対象の支援がありますので、ご確認ください。また、香南市独自の支援もありますので、ぜひご活用ください。

子育て世帯への臨時特別給付金

▲ＱＲコード

　　売り上げの減少が生じた会員等で構成される団体

の取組等に対し、補助率10/10、上限50万円として

補助金を交付します。

【対象経費】※申請必要
経営の維持、回復に努める事業にかかる経費。

【申請窓口】

商工観光課　　☎57-7520

　　業績が悪化している中小企業等が現状を乗り越え

るために行う設備投資に対して補助金を交付します。

【補助額】※申請必要

先端設備等導入計画の認定を受けた設備投資に対

し１件あたり上限５０万円の補助金を交付。

【申請窓口】

商工観光課　　☎57-7520

　　国の令和２年度「小規模事業者持続化補助金」の

採択を受けて、事業を行った市内小規模事業者に補

助金を交付します。

【補助額】※申請必要
補助対象経費のうち、国の補助金を控除した自己資

金部分の１/２以内に相当する額（上限：１２万５千円）。

【申請窓口】

商工観光課　　☎57-7520

　　児童手当の対象児童１人につき２０，０００円支給し

ます（特例給付受給者を除く）。

【対象要件】※公務員以外の方は申請不要

令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給して

いる方（公務員を含む）。

【申請窓口】

市民保険課　　☎57-8506

　　児童扶養手当の対象児童１人につき１０，０００円を

支給します。

【対象要件】※申請不要

令和２年４月分（３月分を含む）の児童扶養手当を受給

している方。

【問い合わせ窓口】

市民保険課　　☎57-8506

　　売り上げが減少している事業者等に対して給付金

を支給します（法人：上限40万円、個人：上限20万円）。

【対象要件】※申請必要

売り上げが前年同月比で２０％以上５０％未満減少してい

る月があり、国の持続化給付金を受け取っていない方。

【申請窓口】

商工観光課（専用ダイヤル）　　☎50-6693
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